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神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

 基準となる人員（児童指導員・保育士）を1名常勤で配置していなかった

 サービス提供時間中、基準となる人員を１名しか配置していなかった

 常勤の従業者が、常勤職員が勤務すべき時間数に達していなかった

 直接支援業務をボランティアに委ねていた

 事業所の従業者ではない者が直接支援を行っていた

 従業者のタイムカードや出勤簿等の帳票類が整備されておらず、勤務時間が
確認できなかった（法人役員も必要）
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（１）勤務体制の確保

 労働関係法令等で、事業者は従業者の勤務時間を把握する義務があります。

 法人役員が児発管や児童指導員等を兼務する場合も、タイムカード等により
勤務時間の実績が確認できるようにしておいてください。

指摘事例



神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部（２）定員の遵守（保育所等訪問を除く）
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 定員超過は原則禁止。

 例外として、やむを得ない場合（災害・
虐待等）に定員を超過して受入れること
は可能だが、支援に支障がないか慎重に
判断すること。

 やむを得ず定員を超過した場合は、サー
ビス提供記録にその内容・判断理由等が
明確にわかるよう記載・保管。
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やむを得ず定員を超過して受入れた場合の注意点
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利用者を1 1～1 5名受け入れた場合、基準となる
人員を３名配置が必要。

（例）定員1 0名の事業所で定員超過した場合

児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算の対
象職員を、基準となる人員の不足に充当した場合
や、基準となる人員を配置できない場合

➡児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算の
算定要件を満たさなくなる場合があります。

次ページ参照

職員配置

加算

（２）定員の遵守
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以下の場合、その日から児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算等は算定できなくなり

ます。
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例①：人員基準を満たしていない（定員超過時を含む）
例②：加算の算定要件である常勤換算１以上を満たしていない など

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kasantodoke.html

≪届出に関するHP≫

（３）加算の要件を満たさない場合の注意点

 算定要件を満た
さなくなった

 区分が変わった

変更があった
日付から

「なし」の届出

前月15日締切
翌月から請求

加算の届出
体制が整い、

算定が可能となった

・・・

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shinse/kasantodoke.html
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神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部（１）基本報酬の注意点（児童発達支援・放課後等デイサービス）
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 3 0分以下の短い支援は、原則として報酬請求ができません。

 個別支援計画に定めた利用者ごとの支援時間に応じた時間区分で基本報酬を算定します。

 支援時間が５時間（放デイ平日は３時間）を超える支援は、延長支援として評価されます。

 主として重症心身障害児を通わせる事業所は、時間区分はありません。

 個別支援計画別表に、標準的な支援の提供時間を定める必要があります。

 こども家庭庁の示す記載例を参考に、個別支援計画に位置付けてください。

 例えば、通常は1時間の支援だが、学校の短縮授業等により３時間を超える日が想定

される場合等には、想定される具体的な内容を個別支援計画に定めておいてください。

 延長支援を行う場合は、その理由及び時間を個別支援計画別表に記載しておく必要が

あります。
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神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

•開始時間及び終了時間は実際のサービス

提供時間を記載。

•「算定時間数」欄には、個別支援計画に

おける支援の標準的な提供時間等の欄に

記載した標準的な時間を記載

開始時間
終了時間

サービス提供実績記録票の記載例
（厚生労働省資料からの抜粋）
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https://www.mhlw.go.jp/content/1220

0000/0426008.pdf

児童発達支援や保育所等訪問の記載例

（厚生労働省HP)

http://www.mhlw.go.jp/content/12200000/0426008.pdf
http://www.mhlw.go.jp/content/12200000/0426008.pdf


神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部（２）児童指導員等加配加算・専門的支援体制加算の注意点
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基準となる人員を配置していることに加え、加算対象となる職員を常勤換算１以上配

置。

 基準となる人員（児発管を含む）を配置しておらず、算定要件を満たしていなかった。

 定員超過や、基準人員の欠勤等により加配職員を基準人員に充当したため、算定要件
の常勤換算１以上を満たしていなかった。

算定要件

指摘事例

（例）常勤従業者の４週勤務時間が160時間で非常勤の２人の勤務時間が
Ｄさん88時間、Ｅさん80時間の場合
(88＋80)÷160 ＝1.05 →「常勤換算１」を確保

常勤換算方法とは

事業所の複数の従業者の勤務時間の合計を、常勤従業者の勤務時間で
割った数を「常勤の時間」とみなして、換算することをいいます。
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 あらかじめ位置付けを行った個別支援計画に基づいて算定する加算があります（保護者の
同意も必要）。

 個別支援計画への位置付けや一連の手続きが適正に行われていない場合は、過誤返還の対
象となります。

※あくまで例示です。加算を算定する場合は要件を確認してください。

（３）個別支援計画への位置付けが必要な加算

子育てサポート加算

個別支援計画への位置づけが必要な加算（例）

家族支援加算

医療連携体制加算 専門的支援実施加算

個別サポート加算Ⅱ・Ⅲ

関係機関連携加算

強度行動障害児支援加算
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→１時間未満の区分は、あらかじめ１時間以上で個別支援計画に位置付けていたが、保護者

都合で１時間未満（3 0分未満は不可）となった場合に算定するものです。
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（４）指摘事例

【誤った算定の例②】

上記※の児童について、1 5 : 0 0～1 8 : 3 0の間支援した場合に、基本報酬を「３時間」の

区分で算定し、3 0分の延長支援を行う旨を個別支援計画に位置付け、「１時間未満」で

算定していた。

→個別支援計画に位置付けた標準的な支援時間が、３時間（放課後等デイサービス

平日の場合）である必要があります。

【誤った算定の例①】

放課後等デイサービスで、個別支援計画に位置付けた平日の標準的な支援時間が

1 5 : 0 0～1 7 : 3 0の児童(※)に対して、1 5 : 0 0～1 8 : 3 0の間支援した場合に、基本報酬

を「１時間3 0分超３時間以下」の区分で算定し、延長支援加算を「１時間以上２時

間未満」で算定していた。

延長支援加算



神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部

15

（４）基本報酬・加算の指摘事例

 個別支援計画への位置付けがなく、突発的に生じた相談援助について算定していた。

 相談援助が3 0分に満たない場合に算定していた。

 子育てサポート加算を算定する時間に行った相談援助について算定していた。

 個別サポート加算（Ⅲ）としての相談援助について算定していた。

 保護者からの苦情対応について算定していた。

 専門的支援実施計画がなかった。

 専門的支援計画作成者が支援を行っていなかった。

 専門的支援実施計画を、児童発達支援管理責任者が作成していた。

 支援を行った日時及び支援内容の要点に関する記録がなかった。

※記録等がなく要件を満たしていることが確認できない場合は、過誤返還の対象となりま

す。

家族支援加算

専門的支援実施加算
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欠席時対応加算

 欠席時の対応記録が欠席理由のみで相談援助を行った記録がなかった。

 １日にまとめて２日間の欠席連絡を受け相談援助を行ったものについて、２日分算定

していた。

関係機関連携加算

 関係機関の開催する会議に参加はしていたが、情報共有・連絡調整を行った記録がな

かった。

 個別支援計画に位置付けがなく、あらかじめ保護者への同意を得ずに、情報共有を

行ったものについて算定していた。

子育てサポート加算

 支援場面に参加する等の機会の提供及び相談援助を行った日時及びその内容の要点に

関する記録がなかった。
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神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部（１）放デイ運営フォローアップ -ホウデイノトリセツ-
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2 0 2 2年５月末より、管理者・児童発達支援管理責任者向けに神戸市H Pで

『運営フォローアップ（全サービス共通編）』

『～ホウデイノトリセツ～』 を掲載しています(全1 0回）

♢放課後等デイサービスや児童発達支援の運営に不安がある方

♢基準省令の基本的な内容を、わかりやすく知りたい方

♢子どもたちへの支援にあたって、戸惑いを感じている方

※児童発達支援も対象

https://www.city.kobe.lg.jp/z/fukushi/shougaijshienn.html

こんな方にオススメ

掲 載 先

https://www.city.kobe.lg.jp/z/fukushi/shougaijshienn.html


神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部（２）自己評価の公表と報告

自己評価と改善内容を

HP等に公表

１ 年 に １ 回

保護者・従業者・保育所等
訪問先アンケートをもと
に、自己評価と改善内容を
立案

専用フォームから

神戸市に報告

 児童発達支援、放課後等デイサービス事業所及び保育所等訪問支援について、自己評価をH P
等で公表することは義務です。

 自己評価を公表していない場合や神戸市に報告していない場合は減算の対象になります。

＜手順と専用フォーム＞https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/jikohyoukakouhyou.html
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令和６年度改正により、保育所等訪問支援も対象に追加されました。

https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/shogaifukushi/jikohyoukakouhyou.html


神 戸 市 福 祉 局 監 査 指 導 部（３）支援プログラムの公表と報告

支援プログラムを

HP等に公表

５領域との関連性を明確にした
事業所における支援の実施計画
（支援プログラム）を策定

神戸市に報告

・新規の事業所➡指定申請時

 児童発達支援、放課後等デイサービス事業所及び居宅訪問型児童発達支援について、支援プログラムを
H P等で公表することは義務です。

 支援プログラムを公表していない場合や神戸市に報告していない場合は減算の対象になります。

 支援プログラムの公表内容を変更した場合の報告は不要ですが、必要に応じて適宜見直しを行ってくだ
さい。

＜手順（こども家庭庁H P）＞ https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei 20

https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/shisaku/hoshukaitei

